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表紙

第20期
定時株主総会
招集ご通知
日 時

　
2022年３月30日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

場 所
　

東京都中央区京橋二丁目６番21号
株式会社パイロットコーポレーション　本社６階会議室

＜ご案内＞
・新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、本株主総会につきまして
は可能な限り株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面（郵送）又
は電磁的方法（インターネット等）による事前の議決権行使をお願い申
しあげます。

・株主総会来場記念品はご用意しておりません。何卒ご理解くださいます
ようお願い申しあげます。

証券コード　7846
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株主各位

証券コード　7846
2022年３月11日

株 主 各 位
東京都中央区京橋二丁目６番21号

取締役社長 伊 藤 　 秀

１．日 時 2022年３月30日（水曜日）午前10時　（受付開始：午前９時）
２．場 所 東京都中央区京橋二丁目６番21号

株式会社パイロットコーポレーション　本社６階会議室
（巻末の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。）

３．目的事項 報告事項 １．第20期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

２．第20期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動

型株式報酬等の額及び内容決定の件

     

第20期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第20期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申しあげます。
なお、株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点か

ら、本定時株主総会につきましては、可能な限り株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面
（郵送）又は電磁的方法（インターネット等）により事前の議決権行使をお願い申しあげます。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁の「議決権行使についてのご案

内」に従って、2022年３月29日（火曜日）午後５時35分までに議決権を行使くださいますよ
うお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎連結注記表、個別注記表につきましては、法令及び当社定款第14条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス 

https://www.pilot.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アド

レス https://www.pilot.co.jp/）に掲載させていただきます。

－ 1 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年３月30日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2022年３月29日（火曜日）
午後５時35分到着分まで

2022年３月29日（火曜日）
午後５時35分入力完了分まで

詳細は次頁をご覧ください

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第２、３号議案
⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第１、４、５、６号議案
⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。
書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

－ 2 －



2022/03/03 17:18:19 / 21818753_株式会社パイロットコーポレーション_招集通知

議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法等が
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パス
ワード」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力するこ
となく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

※操作画面はイメージです。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 3 －
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定款変更議案

株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

⑴提案の理由
①当社は、取締役会は客観的な観点で業務執行を監督し、業務執行取締役・執行役員は迅速に責

任ある意思決定を行う、という明確な役割分担を通じてコーポレートガバナンスの実効性を向
上させるとともに、ステークホルダーの声を経営に活かし、持続的な成長と価値創造を可能に
する経営基盤を構築する体制とすることを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたした
いと存じます。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委
員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行い、併せて社外
監査役の責任限定の規定の削除に伴う経過措置として附則を設けるものといたします。

②迅速な意思決定と機動的な業務執行の実現を目的として、重要な業務執行の決定を取締役に委
任することができる旨の規定の新設を行うものであります。

③監査等委員会設置会社への移行と併せて、取締役の職位及び役割の明確化を目的として、役付
取締役に係る規定の変更を行うものであります。

④「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が施行されることに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置
をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する
ための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除す
るとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

⑤その他全般について、条文の新設・削除に伴う条数の整備を行うものであります。

なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものとい
たします。

－ 4 －
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定款変更議案

現行定款 変更案
第　１　章　総　則

第　４　条　（機　　関）
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次

の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人

第　１　章　総　則
第　４　条　（機　　関）

当会社は、株主総会及び取締役のほか、
次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査等委員会
（削　除）
(3) 会計監査人

第　３　章　株主総会
第　14　条　（株主総会参考書類等のインタ
ーネット開示とみなし提供）

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計
算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情
報を、法務省令に定めるところに従いインタ
ーネットを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみなすこと
ができる。

第　３　章　株主総会
第　14　条　（電子提供措置等）

当会社は、株主総会の招集に際し、株主
総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとるものとする。
2　当会社は、電子提供措置をとる事項のう
ち法務省令で定めるものの全部又は一部に
ついて、議決権の基準日までに書面交付請
求した株主に対して交付する書面に記載し
ないことができる。

第　４　章　取締役及び取締役会
第　17　条　（定　　員）

当会社の取締役は、15名以内とする。

（新　設）

第　４　章　取締役及び取締役会
第　17　条　（定　　員）

当会社の取締役（監査等委員である取締
役を除く。）は、12名以内とする。
２　当会社の監査等委員である取締役は、
６名以内とする。

⑵変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

－ 5 －
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定款変更議案

現行定款 変更案
第　18　条　（選任方法）

取締役は、株主総会において選任する。

２　（条文省略）
３　（条文省略）

第　18　条　（選任方法）
取締役は、監査等委員である取締役とそれ

以外の取締役とを区別して、株主総会におい
て選任する。
２　（現行どおり）
３　（現行どおり）

第　19　条　（任　　期）
取締役の任期は、選任後１年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとする。

（新　設）

（新　設）

（新　設）

第　19　条　（任　　期）
取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の任期は、選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。
2　監査等委員である取締役の任期は、選任
後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。

3　任期の満了前に退任した監査等委員であ
る取締役の補欠として選任された監査等委
員である取締役の任期は、退任した監査等
委員である取締役の任期の満了する時まで
とする。

4　会社法第329条第３項に基づき選任され
た補欠の監査等委員である取締役の選任決
議が効力を有する期間は、当該決議によっ
て短縮されない限り、選任後２年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の開始の時までとする。

－ 6 －
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定款変更議案

現行定款 変更案
第　20　条　（取締役会の招集）

（条文省略）
２　（条文省略）
３　取締役会の招集通知は、会日の３日前
までに各取締役及び各監査役に対して発
する。ただし、緊急の必要あるときは、
この期間を短縮することができる。

４　取締役及び監査役の全員の同意があ
るときは、招集の手続きを経ないで取締
役会を開催することができる。

第　20　条　（取締役会の招集）
（現行どおり）
２　（現行どおり）
３　取締役会の招集通知は、会日の３日前
までに各取締役に対して発する。ただ
し、緊急の必要あるときは、この期間を
短縮することができる。

４　取締役の全員の同意があるときは、招
集の手続きを経ないで取締役会を開催する
ことができる。

第　23　条　（代表取締役及び役付取締役）
取締役会は、その決議によって代表取締

役を選定する。

２　取締役会は、その決議によって取締役
社長１名並びに専務取締役及び常務取締
役各若干名を定めることができる。ま
た、必要に応じ取締役会長、取締役副社
長及び取締役相談役を定めることができ
る。

３　（条文省略）

第　23　条　（代表取締役及び役付取締役）
取締役会は、その決議によって取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の中か
ら代表取締役を選定する。
２　取締役会は、その決議によって取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の中
から取締役社長１名を定めることができ
る。

３　（現行どおり）

（新　設）

第　25　条　（重要な業務執行の決定の委
任）

当会社は、会社法第399条の13第６項の
規定により、取締役会の決議によって重要な
業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除
く。）の決定を取締役に委任することができ
る。

－ 7 －
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定款変更議案

現行定款 変更案
第　25　条　（報酬等）

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
対価として当会社から受ける財産上の利益
（以下、「報酬等」という。）は、株主総
会の決議によって定める。

第　26　条　（報酬等）
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対

価として当会社から受ける財産上の利益は、
監査等委員である取締役とそれ以外の取締役
とを区別して、株主総会の決議によって定め
る。

第　26　条　(社外取締役の責任限定)
（条文省略）

第　27　条　(社外取締役の責任限定)
（現行どおり）

第　５　章　監査役及び監査役会
第　27　条　（定　　員）

当会社の監査役は、４名以内とする。

第　５　章　監査等委員会
（削　除）

第　28　条　（選任方法）
監査役は、株主総会において選任する。

２　監査役の選任決議は、議決権を行使す
ることができる株主の議決権の３分の１
以上を有する株主が出席し、その議決権
の過半数をもって行う。

（削　除）

第　29　条　（任　　期）
監査役の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までとする。
２　任期の満了前に退任した監査役の補欠

として選任された監査役の任期は、退任
した監査役の任期の満了する時までとす
る。

（削　除）

－ 8 －
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定款変更議案

現行定款 変更案
第　30　条　（監査役会の招集）

監査役会の招集通知は、会日の３日前ま
でに各監査役に対して発する。ただし、緊
急の必要あるときは、この期間を短縮する
ことができる。

２　監査役全員の同意があるときは、招集の
手続きを経ないで監査役会を開催すること
ができる。

第　28　条　（監査等委員会の招集）
監査等委員会の招集通知は、会日の３日前

までに各監査等委員に対して発する。ただ
し、緊急の必要あるときは、この期間を短縮
することができる。
２　監査等委員全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査等委員会を
開催することができる。

第　31　条　（監査役会の権限）
監査役会は、法令又は本定款が特に定め

る事項のほか監査役の職務執行に関する事
項を決定する。
２　前項の決定は、監査役の権限の行使を

妨げない。

第　29　条　（監査等委員会の権限）
監査等委員会は、法令又は本定款が特に定

める事項のほか監査等委員の職務執行に関す
る事項を決定する。
（削　除）

第　32　条　（常勤監査役）
監査役会は、その決議によって常勤の監

査役を選定する。

第　30　条　（常勤の監査等委員）
監査等委員会は、その決議によって常勤の

監査等委員を選定することができる。
第　33　条　（監査役会規則）

監査役会に関する事項は、法令又は本定
款のほか、監査役会において定める監査役
会規則による。

第　31　条　（監査等委員会規則）
監査等委員会に関する事項は、法令又は本

定款のほか、監査等委員会において定める監
査等委員会規則による。

第　34　条　（報酬等）
監査役の報酬等は、株主総会の決議によ

って定める。
（削　除）

第　35　条　（社外監査役の責任限定）
当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、社外監査役との間に、任務を怠っ
たことによる損害賠償責任を限定する契約
を締結することができる。ただし、当該契
約に基づく責任の限度額は、法令が規定す
る額とする。

（削　除）

－ 9 －
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定款変更議案

現行定款 変更案
第　36　条　～　第　41　条

（条文省略）
第　32　条　～　第　37　条

（現行どおり）

（新　設）

附則
第　１　条　（社外監査役の責任限定契約に関
する経過措置）

第20期定時株主総会終結前の社外監査役
（社外監査役であった者を含む。）の行為に
関する会社法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約については、なお同定時株主
総会の決議による変更前の定款第35条の定
めるところによる。

（新　設）

第　２　条　（電子提供措置等に関する経過
措置）

現行定款第14条(株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示とみなし提供)の削除及び
変更定款第14条(電子提供措置等)は、会社法
の一部を改正する法律(令和元年法律第70
号)附則第１条ただし書きに規定する改正規
定の施行の日(以下、「施行日」という。)か
ら効力を生ずるものとする。
２　前項の規定にかかわらず、施行日から
６か月以内の日を株主総会の日とする株主
総会については、現行定款第14条はなお効
力を有する。
３　本条の規定は、施行日から６か月を経
過した日又は前項の株主総会の日から３か
月を経過した日のいずれか遅い日後にこれ
を削除する。

－ 10 －
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取締役選任議案

候補者
番号 氏 名 候補者属性 現在の当社における地位

取締役会
出席状況

（2021年度）

１ い

伊
とう

藤
 

　
 

　
しゅう

秀 再任
　

代表取締役社長 17/17回

2 しら

白
かわ

川
 

　
まさ

正
かず

和 再任
　

代表取締役 17/17回

3 あら

荒
き

木　
とし

敏
お

男 新任
　

上席執行役員
パイロットインキ株式会社
代表取締役社長

－

4 よこ

横
やま

山
 

　
かず

和
ひこ

彦 再任
　

取締役 13/13回

5 ふじ

藤
さき

﨑　
ふみ

文
お

男 新任
　

上席執行役員
Pilot Corporation of Europe S.A.
／フランス　取締役社長

－

6 はた

畑
の

野　
かつ

且
じ

次 新任
　

執行役員 －

7 こ

小
だいら

平 　
たけ

岳
し

志 新任
　

執行役員 －

８ た

田
なか

中
 

　
さ

早
なえ

苗 再任 社外
　

社外取締役 17/17回

９ ます

升
だ

田
 

　
しん

晋
ぞう

造 再任 社外
　

社外取締役 17/17回

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
当社は第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移

行いたします。つきましては、取締役全員（７名）は、本総会の終結の時をもって任期満了とな
りますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるもの
といたします。当社は現在７名の取締役を選任しておりますが、新中期計画遂行にあたり、方
針・方向性等重要事項の決定及び監督に関わる取締役会の機能強化のため、指名・報酬諮問委員
会の答申を踏まえ取締役会審議を経たうえで、２名増員し９名の選任をお願いしております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

（注）取締役会の出席状況が異なるのは、就任時期の違いによるものです。

－ 11 －
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取締役選任議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

再任
い

伊
 

　
 

 
とう

藤
 

　
 

 
 

　
 

　
 

 
しゅう

秀
(1956年10月31日生)

    1979年    4 月 パイロット萬年筆株式会社入社
    2005年    7 月 当社海外第一営業部長
    2007年    3 月 当社執行役員
    2009年    3 月 当社取締役
    2017年    3 月 当社代表取締役社長（現任）

（当期における担当）
全般統括

10,500株

取締役候補者とした理由
当社において、海外営業、産業資材等の多岐にわたる部門で豊富な経験と実績を有しており、多大な
貢献をしてまいりました。2009年より取締役として、海外営業部門及び生産部門の責任者を務め、
2017年より代表取締役に就任し、その実績から適任と判断し、引き続き取締役として選任をお願い
するものであります。

２

再任
しら

白
 

　
 

 
かわ

川
 

　
 

 
まさ

正
 

　
 

 
かず

和
(1956年８月15日生)

    1980年    4 月 パイロット萬年筆株式会社入社
    2004年    4 月 当社経理部長
    2011年    3 月 当社執行役員
    2017年    3 月 当社取締役

2021年    3 月 当社代表取締役（現任）
（当期における担当）
財務・内部統制・コンプライアンス担当

2,700株

取締役候補者とした理由
当社において、国内営業部門及び経理・財務部門で豊富な経験と実績を有しており、多大な貢献をし
てまいりました。財務部門担当として海外経験も豊富であり、2011年より執行役員として海外子会
社の副社長、連結管理責任者を務め、2021年より代表取締役に就任し、その実績から適任と判断
し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

－ 12 －
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取締役選任議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

３

新任
あら

荒
 

　
 

 
き

木　
 

 
とし

敏
 

　
 

 
お

男
(1958年３月28日生)

    1980年    4 月 パイロットインキ株式会社入社
    2009年    7 月 同技術部長
    2011年    3 月 同執行役員
    2013年    3 月 同取締役
    2015年    3 月 同常務取締役
    2016年    3 月 同代表取締役社長（現任）
    2016年    3 月 当社上席執行役員（現任）

（重要な兼職の状況）
パイロットインキ株式会社　代表取締役社長

15,300株

取締役候補者とした理由
パイロットインキ株式会社において豊富な経験と実績を有しており、2016年に社長に就任後は当社
グループの生産活動に重要な役割を果たし、グループの価値向上へ多大な貢献をしてまいりました。
同年に当社執行役員に就任し、その実績から適任と判断し、取締役として選任をお願いするものであ
ります。

４

再任
よこ

横
 

　
 

 
やま

山
 

　
 

 
かず

和
 

　
 

 
ひこ

彦
(1961年１月６日生)

    1983年    4 月 パイロット萬年筆株式会社入社
    2004年    4 月 当社東北支社長
    2015年    3 月 当社執行役員
    2021年    3 月 当社取締役（現任）

（当期における担当）
総務部長・広報・情報システム担当

9,900株

取締役候補者とした理由
当社において、国内営業部門、企画部門で豊富な経験と実績を有しており、多大な貢献をしてまいり
ました。2015年より執行役員として開発部門、総務部門の責任者、海外子会社の社長を経験する
等、その実績から適任と判断し、引き続き取締役に選任をお願いするものであります。

５

新任
ふじ

藤
 

　
さき

﨑
 

　
 

 
ふみ

文
 

　
 

 
お

男
(1960年７月20日生)

    1984年    4 月 パイロット萬年筆株式会社入社
    2011年    9 月 当社経営企画室長
    2015年    3 月 当社執行役員
    2019年    3 月 当社上席執行役員（現任）

（重要な兼職の状況）
Pilot Corporation of Europe S.A.／フランス　取締役社長

10,700株

取締役候補者とした理由
当社において、経理部門、企画部門、海外営業部門で豊富な経験と実績を有しており、2015年に執
行役員就任後は、海外営業本部長として海外営業部門を牽引し、企業価値向上へ多大な貢献をしてま
いりました。2019年からは海外子会社の社長を経験する等、その実績から適任と判断し、取締役に
選任をお願いするものであります。

－ 13 －
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取締役選任議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

６

新任
はた

畑 
 

　
の

野
 

　 
かつ

且
 

　
 

 
じ

次
(1961年７月３日生)

    1984年    4 月 パイロット萬年筆株式会社入社
    2011年    7 月 当社企画業務部長
    2015年    3 月 当社執行役員（現任）

（当期における担当）
人事部長

6,500株

取締役候補者とした理由
当社において、産業資材営業部門、企画部門、業務部門で豊富な経験と実績を有しており、2015年
に執行役員就任後は、人事部長として人事部門を牽引し、企業価値向上へ多大な貢献をしてまいりま
した。その実績から適任と判断し、取締役に選任をお願いするものであります。

７

新任
こ

小
 

　
 

 
だいら

平
 

　
 

 
たけ

岳
 

　
 

 
し

志
(1961年４月26日生)

    1985年    4 月 パイロット萬年筆株式会社入社
    2015年    3 月 平塚事業所製造部長
    2015年    3 月 当社執行役員（現任）

（当期における担当）
経営企画部長

3,900株

取締役候補者とした理由
当社において、生産部門、企画部門で豊富な経験と実績を有しており、2015年に執行役員就任後
は、平塚事業所製造部長として生産部門を牽引した後、2016年から経営企画室長を務め、企業価値
向上へ多大な貢献をしてまいりました。その実績から適任と判断し、取締役に選任をお願いするもの
であります。

－ 14 －
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取締役選任議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

８

再任 社外
た

田
 

　
 

 
なか

中
 

　
 

 
さ

早
 

　
 

 
なえ

苗
(1962年７月15日生)

    1989年    4 月 弁護士登録
    1991年    9 月 田中早苗法律事務所開設・代表（現任）
    2011年    3 月 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任）
    2015年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2015年    5 月 松竹株式会社社外取締役（現任）
    2015年    6 月 株式会社近鉄エクスプレス社外取締役（現任）
    2016年    10月 第一生命保険株式会社社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）
田中早苗法律事務所代表
株式会社ノエビアホールディングス社外取締役
松竹株式会社社外取締役
株式会社近鉄エクスプレス社外取締役
第一生命保険株式会社社外監査役

700株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士及び事業法人の社外取締役並びに各種団体の理事等として、豊富な知識と経験並びに幅広い見
識を有しており、2015年に当社社外取締役就任以来、適切な助言をいただいております。加えて取
締役会の監督機能の強化と透明性の確保に対する貢献が今後も期待され、引き続き社外取締役として
選任をお願いするものであります。選任後は弁護士としての専門的な知見を活かし、主に法的な観点
から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待します。

9

再任 社外
ます

升
 

　
 

 
だ

田
 

　
 

 
しん

晋
 

　
 

 
ぞう

造
(1954年10月４日生)

    1979年    4 月 株式会社電通入社
    1996年    1 月 同社第16営業局部長
    2008年    7 月 同社第15営業局局長
    2013年    7 月 株式会社電通テック常勤監査役
    2016年    4 月 株式会社関広特別顧問
    2017年    3 月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

700株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
民間企業におけるマーケティング等の豊富な経験と幅広い見識を活かしていただくため、2017年に
当社社外取締役就任以来、適切な助言をいただいております。加えて取締役会の監督機能の強化と透
明性の確保に対する貢献が今後も期待され、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。選任後は、民間企業における経験と幅広い見識を活かし、主に経営全般の監督機能の強化のた
め尽力いただくことを期待します。

－ 15 －
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取締役選任議案

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 田中早苗氏及び升田晋造氏は、社外取締役候補者であります。
３. 田中早苗氏及び升田晋造氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役として

の在任期間は、本株主総会終結の時をもって田中早苗氏が7年、升田晋造氏が5年となります。
４. 当社は、田中早苗氏及び升田晋造氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令に定める最低限度額としており、両氏が再任された場合には、当社は両氏との間で当該契約
を継続する予定であります。

５. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を、
保険料を全額会社負担として締結しております。当該保険は、役員等がその職務の執行に関し責任を
負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補するも
のであります。本議案において取締役候補者の選任が承認可決された場合には、引き続き当該保険契
約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定して
おります。

６. 当社は、田中早苗氏及び升田晋造氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。両氏が再任された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

７. 田中早苗氏の戸籍上の氏名は、菊川早苗であります。
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監査等委員選任議案

候補者
番号 氏 名 候補者属性 現在の当社における地位

監査役会
出席状況

（2021年度）

１ そら

空
もと

元
 

　
なお

直
き

樹 新任
　

監査役 11/11回

2 さい

雜
むら

村
 

　
よし

吉
ひろ

浩 新任
　

監査役 11/11回

3 むら

村
まつ

松
 

　
まさ

昌
のぶ

信 新任 社外
　

社外取締役 －

4 かみ

神
やま

山
 

　
とし

敏
ぞう

蔵 新任 社外
　

社外監査役 11/11回

5 ふじ

藤
た

田　
つぐ

嗣
きよ

潔 新任 社外
　

－ －

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件
当社は第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会

社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役５名の選任をお願いいたし
たいと存じます。なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ておりま
す。本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じる
ものといたします。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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監査等委員選任議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

新任
そら

空  　
もと

元  　
なお

直  　
き

樹
(1955年４月３日生)

    1979年    4 月 パイロット萬年筆株式会社入社
    2004年    4 月 当社総務部長兼秘書室長
    2009年    3 月 当社執行役員
    2018年    3 月 当社常勤監査役（現任）

13,700株

監査等委員である取締役候補者とした理由
当社において、法務・総務の部門長を務め、2009年に執行役員就任後も国内営業部門の支社長等と
して豊富な経験と実績を有しております。2018年に当社常勤監査役就任以来、この経験と知識を活
かし、当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、当社の経営を適切に監査していた
だいており、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

２

新任
さい

雜 　 
むら

村  　
よし

吉 　 
ひろ

浩
(1960年２月17日生)

    1983年    4 月 パイロット萬年筆株式会社入社
    2011年    7 月 当社経理部長
    2015年    4 月 パイロットインキ株式会社経理部長
    2018年    4 月 当社連結管理室長
    2019年    7 月 当社経理部長
    2020年    3 月 当社常勤監査役（現任）

12,500株

監査等委員である取締役候補者とした理由
当社において、経理、財務部門で海外赴任や部門長を務め、豊富な経験と実績を有しております。
2020年に当社常勤監査役就任以来、この経験と知識を活かし、当社グループの持続的な企業価値の
向上を目指すにあたり、当社の経営を適切に監査していただいており、引き続き監査等委員である取
締役として選任をお願いするものであります。
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監査等委員選任議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

3

新任 社外
むら

村
 

　
 

 
 

 
まつ

松
 

　
 

 
 

 
まさ

昌
 

　
 

 
 

 
のぶ

信
(1955年９月９日生)

    1983年    3 月 公認会計士登録
    1989年    11月 税理士登録
    2012年    11月 仰星税理士法人代表社員
    2013年    6 月 八千代工業株式会社社外監査役
    2020年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2021年    12月 税理士法人麻布パートナーズ常勤顧問（現任）

（重要な兼職の状況）
税理士法人麻布パートナーズ常勤顧問

400株

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
公認会計士及び事業会社の監査役等としての専門知識を活かしていただくため、2020年に当社社外
取締役就任以来、適切な助言をいただいております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確
保に対する貢献が今後も期待され、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするも
のであります。選任後は、公認会計士の専門的な知見を活かし、主に会計的な観点から経営全般の監
督機能及び利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待します。

4

新任 社外
かみ

神 　 
やま

山  　
とし

敏  　
ぞう

蔵
(1968年11月６日生)

    2001年    4 月 公認会計士登録
    2010年    11月 税理士登録
    2010年    11月 税理士法人神山会計代表社員（現任）
    2013年    7 月 株式会社エーティーエルシステムズ監査役（現任）
    2015年    7 月 神山敏蔵公認会計士事務所開設・代表（現任）
    2015年    10月 あると築地有限責任監査法人代表社員（現任）

2020年    3 月 当社社外監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
神山敏蔵公認会計士事務所代表
税理士法人神山会計代表社員
株式会社エーティーエルシステムズ監査役
あると築地有限責任監査法人代表社員

0株

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
公認会計士及び税理士並びに事業会社の監査役等としての専門知識に加え、国際的な会計実務の経験
も有しており、その幅広い見識をもって、当社の取締役としての職務を適切に遂行していただけるも
のと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、公認
会計士及び税理士の専門的な知見を活かし、主に税務・会計的な観点から経営全般の監督機能及び利
益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待します。
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監査等委員選任議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

5

新任 社外
ふじ

藤 　
た

田 　
つぐ

嗣 　
きよ

潔
(1969年10月17日生)

    2000年    4 月 弁護士登録

（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

0株

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
藤田嗣潔氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、
監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は弁護士としての専門
的な知見を活かし、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化のため尽
力いただくことを期待します。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 村松昌信氏、神山敏蔵氏及び藤田嗣潔氏は、社外取締役（監査等委員）候補者であります。
３. 村松昌信氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終

結の時をもって２年となります。
４. 神山敏蔵氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本株主総会終

結の時をもって２年となります。
５. 当社は、村松昌信氏及び神山敏蔵氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令に定める最低限度額としており、本議案が原案どおり承認可決され、村松昌信氏及び神山敏
蔵氏が選任された場合には、当社は両氏との間で当該契約と同様の責任限定契約を締結する予定であ
ります。また、藤田嗣潔氏につきましても本議案が原案どおり承認可決された場合には、同氏との間
で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

６. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を、
保険料を全額会社負担として締結しております。当該保険は、役員等がその職務の執行に関し責任を
負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補するも
のであります。本議案において監査等委員である取締役候補者の選任が承認可決された場合には、当
該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を
予定しております。

７. 当社は、村松昌信氏及び神山敏蔵氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。本議案が原案どおり承認可決され、両氏が選任された場合には、当社は引き続き独立役員とする
予定であります。また、藤田嗣潔氏につきましても本議案が原案どおり承認可決され、選任された場
合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
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社外役員の独立性判断基準

社外役員の独立性判断基準

当社の定めた「社外役員の独立性基準」は以下のとおりです。
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役（候補者を含む。）は、当社
からの独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
⑴当社及び当社の関係会社（以下、併せて「当社グループ」という。）の業務執行者
⑵当社グループを主要な取引先とする者（当社グループに対して製品もしくはサービスを提供する者であっ
て、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の2％超に相当する金額となる取引
先）又はその業務執行者
⑶当社の主要な取引先（当社が製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額が当社の直近
事業年度における年間連結売上高の2％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
⑷当社グループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上
の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、又は年間１億円以上を得ている法人に属する者
⑸当社グループの法定監査を行う監査法人に属する者
⑹当社の大株主（総議決権の5％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
⑺当社グループが総議決権の5％以上の議決権を直接又は間接的に保有している会社の業務執行者
⑻最近5年間において、上記⑴～⑺のいずれかに該当していた者
⑼上記⑴～⑻に該当する者（業務執行者については、取締役、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者
又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合に限る。）の、配偶者又は二親等以内の親族もし
くは同居の親族
⑽その他、当社の一般株主全体との間で上記⑴～⑼までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的
な利益相反が生じるおそれがある者

（ご参考）
監査等委員会設置会社への移行にあたり、第２号議案、第３号議案で選任をお願いしております各社外役員候補者につ
いては、以下の基準を読み替え※のうえ準用し、選定しております。
※「社外取締役」は「監査等委員でない社外取締役」、「社外監査役」は「監査等委員である社外取締役」と読み替え
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スキルマトリックス

氏名 当社における
地位（予定）

営業・
マーケテ
ィング

国際
ビジネス

人材
戦略

製造・
技術
開発

財務・
会計

法令・規
則・リス
クマネジ
メント

経営
経験

IT・
デジタル

ESG・
サステナ
ビリティ

伊 藤 　 秀 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

白川　正和 代表取締役 ○ ○ ○ ○ ○ ○

荒木　敏男 取締役 ○ ○ ○ ○ ○

横山　和彦 取締役 ○ ○ ○ ○ ○ ○

藤﨑　文男 取締役 ○ ○ ○ ○ ○

畑野　且次 取締役 ○ ○ ○ ○

小平　岳志 取締役 ○ ○ ○ ○

田中　早苗 社外取締役 ○ ○ ○

升田　晋造 社外取締役 ○ ○

空元　直樹 取締役
（監査等委員） ○ ○ ○ ○

雜村　吉浩 取締役
（監査等委員） ○ ○

村松　昌信 社外取締役
（監査等委員） ○ ○ ○ ○

神山　敏蔵 社外取締役
（監査等委員） ○ ○

藤田　嗣潔 社外取締役
（監査等委員） ○

本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会スキル・マトリックスは以下の
とおりとなります。

(注)上記の一覧表は各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有する全ての知
見を表すものではありません。
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取締役報酬額設定議案

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

当社の取締役の報酬額は、2020年３月27日開催の第18期定時株主総会において、年額500百万
円以内（うち、社外取締役分は年額50百万円以内、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締
役の使用人分給与を含まない。）と決議いただき今日に至っておりますが、第１号議案「定款一部変
更の件」が承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行するため、新たに、移行後における取
締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の支給限度額を決定する必要がございます。
これまでの取締役の報酬の支給限度額及び昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮して、その報酬の支
給限度額を、年額500百万円以内（うち社外取締役分は50百万円以内）とさせていただきたいと存
じます。本議案は、監査等委員会設置会社への移行に伴う手続き上のものであり、実質的な報酬の内
容は、2020年３月27日開催の第18期定時株主総会においてご承認いただきました取締役の報酬額
の内容と同一のものとなります。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給
与は含まないものとしたいと存じます。
本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本総会終結後の取締役
会において事業報告17頁～19頁に記載の「⑤取締役及び監査役の報酬等のイ．項～ニ．項及びヘ．
項」につき、本招集ご通知29頁～30頁に記載の「役員報酬制度に関する当社の考え方」に記載のと
おり変更することを予定しております。
本議案は、当社の事業規模、現在の役員の員数及び今後の事業環境の動向等を総合的に勘案し、合
理的な範囲で取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠を決定するものであります。ま
た、上記のとおり、事業報告17頁～19頁に記載の「⑤取締役及び監査役の報酬等のイ．項～ニ．項
及びヘ．項」を変更することを予定しておりますところ、当該変更後の方針に沿って取締役の個人別
の報酬等の内容を定めるためにも、本議案は必要かつ相当な内容であると判断しております。
現在の取締役は７名（うち社外取締役３名）であり、本議案に係る取締役（監査等委員である取締
役を除く。）の員数は、第１号議案「定款一部変更の件」及び第２号議案「取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）９名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、９名（うち社外取締役２名）
となります。
また、本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」に係る定款変更の効力が発生する
ことを条件として生じるものといたします。
本議案につきましては、指名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで付議しており、本議案に係る報
酬の額の算出の公正性、導入の目的等を勘案し、当該報酬の内容は必要かつ相当であると判断してお
ります。
※「役員報酬制度に関する当社の考え方」は本招集ご通知29頁～30頁をご覧ください。
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第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社に移行する
ため、監査等委員である取締役は、従前監査役が行っていた監査業務を行うことに加え、取締役とし
て取締役会の決議に参加し、他の取締役の職務の執行を監督することになります。そのため、その職
責に相応しい報酬水準とするため、監査等委員である取締役の報酬の支給限度額を年額100百万円以
内とさせていただきたいと存じます。
本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本総会終結後の取締役
会において事業報告17～19頁に記載の「⑤取締役及び監査役の報酬等のイ．項～ニ．項及びヘ．
項」につき、本招集ご通知29頁～30頁に記載の「役員報酬制度に関する当社の考え方」に記載のと
おり変更することを予定しております。
本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第１号議案「定款一部変更の件」及び第３号議案
「監査等委員である取締役５名選任の件」が原案どおり承認可決されますと５名になります。
なお、本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」に係る定款変更の効力が発生する
ことを条件として生じるものといたします。
本議案につきましては、指名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで付議しており、本議案に係る報
酬の額の算出の公正性、導入の目的等を勘案し、当該報酬の内容は必要かつ相当であると判断してお
ります。
※「役員報酬制度に関する当社の考え方」は本招集ご通知29頁～30頁をご覧ください。
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第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及
び内容決定の件

1．提案の理由及び当該報酬を相当とする理由
当社は、2021年３月30日開催の第19期定時株主総会において、現在の取締役（社外取締役

及び国内非居住者を除く。）を対象とした株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入に
ついてご承認いただき現在に至っておりますが、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どお
り承認可決された場合には、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、現在の取締役に対
する本制度に係る報酬枠を廃止し、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非
居住者を除く。以下本議案において「対象取締役」という。）に対して、本制度に基づく報酬
枠を改めて設定することに加え、本制度を一部改定のうえ、継続することにつき、ご承認をお
願いするものであります。

この報酬枠は、現在の本制度に係る報酬枠と同様、第４号議案「取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の報酬額設定の件」においてご承認をお願いしている報酬枠とは別枠で設定
するものです。

本制度は、対象取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績
向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としており、相当であると考えておりま
す。

本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本総会終結後の
取締役会において事業報告17頁～19頁に記載の「⑤取締役及び監査役の報酬等のイ．項～ニ．
項及びヘ．項」につき、本招集ご通知29頁～30頁に記載の「役員報酬制度に関する当社の考え
方」に記載のとおり変更することを予定しております。

なお、本制度の対象となる対象取締役の員数は、第１号議案「定款一部変更の件」及び第２
号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」が原案どおり承認可決さ
れますと７名となります。

本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、
効力を生じるものとします。

本議案につきましては、指名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで付議しており、本議案に
係る報酬の額の算出の公正性、導入の目的等を勘案し、当該報酬の内容は必要かつ相当である
と判断しております。

－ 25 －



2022/03/03 17:18:19 / 21818753_株式会社パイロットコーポレーション_招集通知

取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

2．本制度における報酬等の額・内容等
⑴　本制度の概要

本制度は、当社が拠出する対象取締役の報酬額（下記⑵のとおり。）を原資として当社株式
が信託を通じて取得され、役位及び信託期間を通じた業績目標の達成度等に応じて対象期間
（下記⑵に定める。）中に対象取締役として在任している者に当社株式及び当社株式の換価処
分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）の交付及び給付（以下「交付等」とい
う。）が行われる株式報酬制度です。対象取締役が当社株式等の交付等を受けるのは、当社の
掲げる中期経営計画の対象となる事業年度（以下「対象期間」という。）終了後の一定時期と
なります。なお、今回の継続に伴う対象期間は2022年度から2024年度までの３事業年度と
なります。

⑵　会社が拠出する金員の上限
本制度は、当社の掲げる中期経営計画の対象となる事業年度を対象として継続します。
当社は、50百万円を対象期間の年数に乗じた金額を上限とする金員を、当該対象期間にか

かる対象取締役への報酬として拠出し、受益者要件を充足する対象取締役を受益者とする対象
期間に相当する期間の信託（以下「本信託」という。）を設定します。なお、今回の継続に伴
う対象期間における金員の上限は150百万円となります。

本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を株式市場又は
当社（自己株処分）から取得します。当社は当該対象期間に関し、対象取締役に対するポイン
トの付与（下記⑶に定める。）を行い、本信託は当社株式等の交付等を行います。

なお、本信託の信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことによ
り、本信託を継続することがあります。その場合、その時点において当社が策定している中期
経営計画に対応する年数が新たな対象期間となり、当該新たな対象期間と同一期間について本
信託の信託期間を延長します。当社は、当該新たな対象期間に係る当社の対象取締役への報酬
として上記の金額の上限の範囲内で本信託に対して追加拠出を行い、対象取締役に対するポイ
ントの付与を継続します。ただし、追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末
日に信託財産内に残存する当社株式（対象取締役に付与されたポイントに相当する当社株式で
交付等が未了であるものを除く。）及び金銭（以下「残存株式等」という。）があるときは、
残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、当該新たな対象期間において本信託に
拠出する金額の上限の範囲内とします。この信託期間の延長は、一度だけに限らず、その後も
同様に信託期間を再延長することがあります。
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⑶　対象取締役が取得する当社株式等の数の算定方法及び上限
対象取締役に対して交付等がなされる当社株式等の数及び金額は、一定の算定式に従って付

与されるポイントに基づき、定まります。
具体的には、信託期間中の所定の時期に、対象取締役として在任する者に対して、以下の算

定式に従って固定ポイント及び業績連動ポイントが付与され、中期経営計画に応じた期間の累
積ポイント（以下｢株式交付ポイント｣という。）に基づき、交付等される当社株式等の数及び
金額を決定します。本信託を通じて対象取締役に交付される当社株式の数は、各対象取締役に
付与された株式交付ポイント１ポイント当たり、１株とします。また、本信託に属する当社株
式が株式の分割、株式無償割当て、株式の併合等によって増加又は減少した場合、当社は、そ
の増加又は減少の割合に応じて株式交付ポイント当たりに交付される当社株式の数を調整しま
す。

（固定ポイントの算定式）
役位により定める金額÷所定の時期における株式単価
（業績連動ポイントの算定式）
役位により定める金額÷所定の時期における株式単価×業績連動係数※
※連結営業利益等に応じ、０～150％の範囲で決定します。
※受益者要件を充足する対象取締役が退任した場合（自己都合により退任した場合は除く）、

死亡した場合、国内非居住者となった場合の該当事業年度の業績連動係数は１（100％）と
する。
各対象期間に関して対象取締役に対して交付される当社株式数の上限は、10,000株に当該
対象期間の年数を乗じた株式数とします（以下「上限交付株式数」という。）。この上限株
式数は、上記⑵の当社が拠出する金員の上限数を踏まえて、直近１年間の株価等を参考に設
定しています。なお、今回の継続に伴う対象期間における対象取締役に対して交付される当
社株式数の上限は30,000株となります。
なお、上記⑵のとおり本信託の継続が行われた場合には、新たな対象期間に関する上限株式
数は、10,000株に当該新たな対象期間の年数を乗じた株数とします。
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⑷　対象取締役に対する当社株式等の交付等の方法及び時期
受益者要件を充足した対象取締役は、本制度の最終事業年度の末日直後の４月頃に、上記⑶

に基づき算出される数の当社株式等の交付等を受けるものとします。このとき、信託契約の定
めに従い、株式交付ポイントに対応する当社株式の50%（単元未満株数は切り捨て）について
は当社株式の交付を受け、残りについては本信託内で換価したうえで換価処分金相当額の金銭
の給付を受けるものとします。

また、受益者要件を充足する対象取締役が退任する場合（自己都合により退任した場合を除
く。）においては、退任時までの株式交付ポイントに応じた数の当社株式等について、本信託
から交付等を受けるものとします。受益者要件を充足する対象取締役が在任中に死亡した場合
においては、死亡時までの株式交付ポイントに応じた数の当社株式を換価して得られる金銭に
ついて、当該対象取締役の相続人が本信託から給付を受けるものとします。対象期間中に国内
非居住者となることが決まった場合は、対象取締役を死亡した者と同様に取り扱い、その時点
までの株式交付ポイントに応じた数の当社株式を換価して得られる金銭について、本信託から
給付を受けるものとします。

⑸　本信託内の当社株式に関する議決権
本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権

は行使されないものとします。

⑹　その他の本制度の内容
本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託への追

加拠出の都度、取締役会において定めます。
※「役員報酬制度に関する当社の考え方」については下記のご参考をご覧ください。
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（ご参考）
第４号議案から第６号議案でご提案しております「役員報酬制度に関する当社の考え方」は、以下の
とおりであります。

【取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要】
１．基本方針

当社における取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下において同じ。)の報酬
制度は、固定報酬である基本報酬と毎期の業績に連動した期末報酬及び株式報酬で構成されておりま
す。基本報酬については、役員個々の職務と責任に応じて役員報酬基準表をもとに算出し、期末報酬
については、会社の業績に連動し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委
員会の諮問のうえ、取締役会の決議により決定し、株式報酬については、株主総会で決議された報酬
限度額及び株式数の範囲内で株式交付規程の定めにより決定することを基本方針としております。社
外取締役及び監査等委員である取締役については、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとし
ており、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定し
ております。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等

を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。

３．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、期末報酬（金銭報酬）と株式報酬（非金銭報酬）から構成しています。期末報酬

は、連結経常利益の金額に応じ期末報酬基準額を算定し、連結売上高及び連結営業利益に応じて支給
金額を決定し、毎年一定の時期に支給しております。また、株式報酬については、固定部分と業績連
動部分から構成され、株式交付規程の定めにより決定します。固定部分については、役位に応じて報
酬額を決定し、業績連動部分については、毎事業年度の連結売上高及び連結営業利益を考慮しながら
報酬額を決定し、原則として中期経営計画の終了後に業績に応じて算定された株式を交付等します。
あわせて、株式報酬については、株式交付規程に基づいて個人別の交付数等は決定され、非違行為等
の株式交付規程に定められた所定の条件が認められる場合には株式報酬の返還が行われることとしま
す。

なお、業績指標は、各役員に対して連結経営全体への意識を持たせる目的で選定をしております。

４．取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業を参

考に決定をしております。なお、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成としておりま
す。報酬等の種類ごとの比率の目安（社長）は、基本報酬：期末報酬：株式報酬 ＝７：２：１として
おります（年度予算100％達成の場合）。
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５．取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する方針
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容 について委任を

受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏ま
えた期末報酬の評価配分とします。代表取締役社長は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行
使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問して答申を得るものとし、上記の委任をうけた代
表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。なお、株式報酬
は、金銭報酬の報酬枠とは別枠で株主総会において決議された限度額を上限として、指名・報酬諮問
委員会への諮問・答申を経て取締役会決議により制定された株式交付規程の規定に従い、一定のポイ
ントを付与することとしております。

以　上
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地図

　新型コロナウイルスの流行に伴い、株主総会会場は管理を徹底し、万全を期して準備
いたしておりますが、開催日時点の状況により、加えて感染予防のための措置を講じる
場合がございます。変更の際は当社ホームページ（https://www.pilot.co.jp/）上にて
ご案内いたしますのでご協力をお願い申しあげます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場のご案内
会　　　場：東京都中央区京橋二丁目６番21号

株式会社パイロットコーポレーション　本社６階会議室（受付は６階にて行います。）
☎ 03-3538-3700（代表）

最寄りの駅：東京メトロ銀座線　　　京橋駅６番出口　前
都営地下鉄浅草線　　　宝町駅Ａ５出口　徒歩３分

（お願い）＊駐車場・駐輪場のスペースがございませんので、当日のお車や自転車等でのご来社は
ご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

ご　案　内　図

京橋駅（東京メトロ銀座線）

宝町駅（都営浅草線）

中央通り

昭和通り

信金中央金庫

京橋エドグラン東京スクエア
ガーデン

６番出口

Ａ７出口

京橋創生館 みずほ銀行鍛
冶
橋
通
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Ａ５出口

総会会場
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